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最劣等地に生ずる差額地代についての一考察

------ 土 地 所 有 の 位 置 づ け と の 関 連 に お い て -------

寺 出 道 雄
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( - ) 最 劣 等 地 に 生 ず る 差 額 地 代

(1) は じ め に

最劣等地に生ずる差額地代の問題，すなわち最劣等地にも差額地代が生ずるという♦ 態は，後に 

明らかにするように，最劣等地の既存投資よりも生産性の低い追加投資がいずれかの既耕地になさ 

れる事態を示すものとして，土地自然力の制限的性格を集中的に表現しているといえるだろう。

しかしながら， マ ル ク ス の 『資本論』第三部第44享 r最劣等耕作地でも生まれる差額地代』にお 

ける展開は， さまざまの問題点を含んでいるものであった。そして，その問題点は，単に，最劣等 

地に生ずる差額地代についての理解にのみ関連するものではなく，差額地代論における土地所有の 

処理の仕方全般に関連するものであった。それでは，そのような問題点とはどのようなものであり， 

いかに考えられるぺきものなのであろう力、。

(2) マ ル ク ス の 展 開

マルクスは，『最劣等耕作地でも生まれる差額地代』において，最劣等地に生ずる差額地代にほ 

三つの発生の仕方があるとする。
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I•三田学会雑誌」74卷 6 号 (1981年12月）
( 1 )

この場合，その三つのうち，「地代の発生が可能になる第一の仕方J は，r 土地A  (最劣等地一 引用

者）の個別的な従来規制的だった生産価格と，最後の追加資本が優等地で不足生産力をもって必要

な追加生産物を供給するさいの新たなより高い生産値格との差額によって， 生ずるものであ^2。)」

すなわち， マルクスは，穀物の追加供給が必要とされる際，優等地における追加投資の生産性が低

落し，最劣等地の生産物の個別的生産価格で規定される従来の市場生産価格を上回る個別的生産価

格でしか追加供給を行なえないものの，それが最劣等地における追加投資の生産性，および， より

劣等なま作圏外の土地における第一次投資の生産性を上回る場合を想定する。 このとき，追加供給

は優等地における追加投資によって行なわれ，その追加投資の生産物の個別的生産価格が♦をモ市

場生産価格を規定するため，最劣等地にも差額地代が生ずるとするのであ^ I))。

そして， この最劣等地に生ずる差額地代発生のr第一の仕方J を展開したのち， マルクスは，

( 4 )
「しかし，そのほかにもまだ二通りの仕方で差額地代は土地A で榮生することができる」 とするの

( 5 )
である。すなわち，r価格が変わらなければ……追加投資が超過生産性を生みだす場合」 と「これと

A (6)
反対に，土地A での逐次的投資の生産性が低下して行く場合」である。

a ) r逐次的投i f の; 力’， 力'*、っ 行ミ場各」

マルクスはこの場合，A 地の第一次投資2 K ボンドが，生産価格3 ボンドで1 クォーターを生産 
( 8 )

するのに対し，「改良」を 含 ん だ 投 資 ボ ン ド が 生 産 価 格 9 ポンドで5 クォーターを生産する場 

合をあげる。そして，「資本の)^ は 1 クォーターを生産し，残る％は 4 クォーターを生産したなど 

と言うのは，無意味であろう。 1 エーカー当たり9 ポンドはつねに5 クォーターを生産するであろ 

うし， 3 ポンドならぱ1 クォーターしか生産しないであろう」 と述べたのち，次のように展開する 

のである。

注（1) M a r x 〔1〕in, S. 749,⑤，p. 953.
( 2 )  ibid.. I ,  S. 749,⑤，p. 953.
(3  ) 具体的数値例を上げるなら次のようである。

追加投資以前には，A 地 （最劣等地）では，生産費3 ポンドで穀物1 クォーターが生産される。この場合，市場生産 
価格は3 ポンドであるため，A 地においては差額地代は存在しない。

これに对し，穀物の追加需要の形成により，市場値格が上昇した場合，従来，生産費6 ポンドで穀物31/2クォーター 
が生産され，エーカー当たり41/2ボンドの地代を生んでいたB 地に，生産費3ダ2ポンドで穀物1 クォーターを生産する追 
加投資がなされ，それが単独で市場生産価格を規定するため，A 地ではエーカー当たり1/2ポンドの地代が生じることに 
なり，また，B 地でも，追加投資そのものは何の地代も生まないものの，既存投資の生産物が穀物の市場価格の上昇の 
影響をうけ，地代はユ一力一当たり6K ポンドに変化する。

なお，ここでマルクスには，需要の増大により市場価格が31/2ポンドに上昇するゆえにB 地で追加投資が可能となる 
という点は必ずしも明確でない。 その点が， いわゆるユンゲルスの"修正"，マルクスのr第三の仕方J の展開と関連 
していく。大 内 〔2 〕P .120-148,日高〔3 〕P. 264〜268参照。

< 4 ) M a r x 〔1〕I ,  S. 750,⑤，p. 953.
< 5 ) ibid., I ,  S. 750,⑤, p, 953.
( 6 )  ibid., ID, S. 750,⑤，953.
( 7 )  ibid.. I ,  S. 750,⑤，p. 954.
( 8 ) ユbid., in, S, 7 5 1 , ⑤ ， p. 955.

( 9 )  ibid., I ,  S. 751,⑤，p. 955.
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r この場合に地代が，超過利潤が，発生するかどうかは， まったくそのときの事情によることで

あろう。通例は規制的生産価格が低下せざるをえないであろう。...... こういうことが特にあてはま

るのは， この国の供給の大量を産出する土地A の既耕作ュ一 力一 数の大半がこの新たな方法のもと 

に置かれるような場合であろう。 しかし， もし改良がさしあたりA 地の面積の一小部分にしか及ぱ 

ないならば， このよりよく耕作される部分は超過利潤をもたらすであろうし，それを土地所有者は 

全部でも一部分でも地代に転化させ地代として固定させようと待ち構えているであろう。 こうして， 

もし需要が供給の増加と歩調を合わせて進むならば，土地A の全面積にだんだん新たな方法が充用 

されて行くのにつれて，A 種のすべての土地で次々に地代が形成されて行って超過生産性は市場麗 

係に応じて全部または一部分押収されてしまうこともありうるであろう。 こうして，A 地の生産価 

格が，投資が増加した場合のA 地の生産物の平均価格に平均化されるということは， この増加投資 

の超過利潤が地代の形で画定されることによって，妨げられることがありうるであろ(1̂ )。」

そして， マルクスは， この場合に，r生産価格を高くするものは超過利潤の地代への転化， すな
(11)

わち土地所有の介入J であるとするのである。

「土地所有の介入は，土地A にとっては，A 地の平均的生産価格による生産価格の規制を妨げる 

ので，個別的生産値格と一般的生産価格との一致を妨げるであろう。だから，それは，必要な生産 

価格よりも高い生産価格を維持し，そうすることによって地代をつくりだすであ;?

b )  r追加資本の生産力が減退しモ行く場各j(i3)

マルクスはこの場合，すでになされているA 地の第一次投資の生産物の1 クォーター当たり生産 

価 格 が 3 ポンドであるのに対し，第二次投資のそれが3 % ポンド，A 地より劣等なA _ 1 地の第一 

次投資のそれが4 ポンドであるという例をあげ，穀物の追加需要が生まれることにより，A 地に第 

二次投資が行なわれる結果について次のように述ぺるのである。

「この場合には，A で生産される2 クォーターの総価格は6 M ポンド， したがって1 クォーター 

当たり平均価格は3 % ポンドであろう。

…… こうして，A 地 の 1 クォーター当たり3 % ポンドという生産価格は，増加投資が行なわれを 

場合のA 地の平均生産価格に平均化されており，規制的であろう。だから，A 地は地代を生まない 

であろう。 というのは，超過利潤を生まないであろうからである。

しかし，第二の投資で生産されたこの1 クォーターがもし3 M ポンドで売られるならぱ，今では 

土地八は％ポンドという地代を生むであろう。しかも，少しも追加投資が行なわれないで相変わら 

ず 1 クォーターを 3 ボンドで生産するA のどの1 エーカーでもそうであろう。J

注(10) ibid., ffl, S. 751〜752 . ⑤，p. 955〜956.
(11) ibid., in, S. 752,⑤，p. 956.
(12) ibid.. in, 7 5 2 ,⑤，p. 956.
(13) ibid.. I ,  S. 752,⑤，p. 956.
(14) ibid., ID, S. 752〜753,⑤, p. 956〜957.
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そして，マルクスは，以上の二つの享態がどのような条件のもとで発現するのかについて次のよ 

うに述ぺるのである。

「生産価格が平均値格に平均化されるか，それとも第二の投資の個別的生産値格3 Mポンドが規

制的となるかは，やはりまた既存のA 地での第二の投資の一般化の程度によって定まるであろう。

あとのようになるのは，ただ，士地所有者にとって， 1 クォーター当たり3 K ポンドという価格で

需要が充たされるようになるまで得られるであろう超過利潤を地代として固定するための時間が得 
(15) •

ちれる場合だけである。J

マルクスが最劣等地に生ずる差額地代の発生の三つの仕方として示したものは，以上のような内 

容であった。

ここで，第一の仕方としてあげられたものは，従来の市場生産価格以上の個別的生産価格でしか 

生産をなしえない，生産性の低落する追加投資が行なわれる場合，その追加投資の生産物の個別的 

生産価格が単独で市場生産価格を規定するという点を示したものとして重要であり，最劣等地に生 

ずる差額地代の典望的形態を明確に示したものであるといえるだろう。 これに対してマルクスのい 

う第二，第三の仕方は， さまざまの問題を含んでいるものであった。

(3) 最劣等地に生ずる差額地代

a )

r第二の仕方」において問題となる中心的論点は，「土地所有の介入J をいかに理解するかとい 

うことであるが，「士地所有の介入」に関するマルクスの展開は，それ自身において問題を含んで 

いるといわなければならないであろう。

そこではマルクスは，土地所有が新生産条件を導入した資本に生ずる，特別剰余価値にもとづく 

超過利潤を，「市場関係に応じて全部または一部分押収」 してしまうま態，土 地 所 有 が 「必 要 な 生  

産価格よりも高い生産価格を維持し，そうすることによって地代をつくりだすJ 事態を想定してい 

るのである。だが， ここで仮に，土地所有が特別剰余価値にもとづく超過利潤を「押収」 しえ，そ 

れ を 地 代として「固定」しえたとしても，そのことは直ちに，士 地 所 有 が r必要な生産値格よりも 

高い生産価格を維持し，そうすることによって地代をつくりだす」享態を意味するものではないこ 

とが注目されなければならないであろう。追加投資を行なった資本のもとに形成された，特別剰余 

価値にもとづく超過利潤を，士 地 所 有 が 「押収」 「固定化」 しえようとしえまいと，そのこと自身 

は ，追加投資にもとづく追加供給による，土地生産物の市場価格の低落傾向を阻止しうるものでは 

ないのである。

r三田学会雑誌j 74巻 6号 （1981年I2月）

注(15) ibid., m, s. 753,⑤. p. 957.
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すなわち， マルクスの想定するような享態が生ずるためには，単に，特別剰余倾値にもとづく超 

過 利 潤 を r押収J し，地 代 と し て 「画定』する機構のみでなく，追加投資による追加供給にもかか 

わらす％ 土地生産物の市場価格が低落しないような機構が明らかにされなければならないのであ 

る。

その場合， マ ル ク ス は r土地所有の介入」が 「需要が供給の増加と歩調を合わせて進むJ もとで 

行なわれるという享情をあげているのである。そのような享情が，具体的にどのようなものである 

力、は必ずしも明確ではないが，それはおよそ，土地生産物の需要の増大傾向にもとづく市場価格の 

上昇傾向が存在するもとで，土地所有が追加投資にもとづく追加供給を一定に制限することにより， 

市場価格の低落傾向が，その上昇傾向とちょうど均衡するものになっているという享態であると考 

えられるであろう。

しかしながら，そのような享態を想定することは，一 そこで，市場値格の上昇傾向と低落煩向 

との均衡が全く偶然的なものとしてのみ与えられるという点を除いても一 問 題 が あ る と 、わなけ 

れぱならないであろう。

すなわち，そこでは，既耕地の土地所有がそこにおける追加投資を制限する機構が想定されてい 

るのであるが， マルクスはその具体的様相を論IE していないのであり，本来，既耕地の土地所有は 

そのような力能をもつものではないのである。

また，そこでは，土地所有による一定の制限をうけながらも，生産条件改良の競争が，需要の増

大傾向のもとで進行する事態が想定されているのである。 このような享態は一見，11要を一定とす

れぱ市場値格の低落をもたらす，特別剰余価値にもとづく超過利潤の追求の間題，すなわち新生産

条件の導入による追加投資に根拠をおく追加供給の問題と，そのような享態が存在しないならぱ市

場値格の上昇をもたらす，過渡的差額地代を生みだすような，追加需要の問題との合成によって生

ずる享態として妥当であるかに見える。 しかしながら，地代論において問題とされる需要の増大傾
. ( 16)

向とは，社会全体の資本蓄積の進展を背景とした視野における需要の増大傾向であった。そして， 

そのような視野はまさに，社会全体における，特別剰余価値にもとづく超過利潤をめざす諸資本の 

競争による，資本条件の均等化懷向の貫徹によってもたらされる視野だったのである。そのような 

視野と，特別剰余価値にもとづく超過利潤をめざす運動としての新生産条件の導入• 普及の過程， 

諸資本競争による資本条件の均等化の過程そのものとは，一 後者が前者に包摂されるものとし 

て—— 視野が異なるのである。 したがって，その二つの享態を直接に合成し，その二つの事態を同 

一視野の問題であるかのように取り扱かう' ことは問題であったのである。

このように，マ ル ク ス の r第二の仕方」についての展開は問題性を含んでいたのである。 もちろ 

ん，土地生産における生産条件の改良を問題とする場合， マルクスがしたように，改良が一挙に導

最劣等地に生ずる差額地代についての一考察

注〔1 6 ) 拙 稿 〔7 〕P. 50〜52参照。
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入されるのではなく，徐々に導入• 普及されると想定すること自身は妥当であろう。 しかしながら， 

そこでは，改良が例外的なものであるとき生ずる超過利潤をr 全部でも一部分でもJ 地代に転化さ 

せようとする土地所有者の主観的意図が，明確な論IE なく，最劣等地に生ずる差額地代の形成に直 

結されてしまっているのである。そして， ここで，マルクスの展開が混乱していった原因として， 

土地生産における特別剰余価値にもとづく超過利潤の帰属の問題を，本来視野を異にした需要その 

ものの自律的変動という条件のもとでとりあげていったことそのものがあげられるであろう。 しか 

し，むしろ，土地生産における特別剰余値値にもとづく超過利潤の帰属の問題は，地代論において

問題とされるべき視野における需要が一定のものとして固定化された条件において，純粋に考察さ 
(17)

れる必要があるのである。

そして，その点については以下のようにいうことができるであろう。

マ ル ク ス 自身は， まず次のように述べている。

「資本主義的生産様式が農業をわがものとしたという前提は， この生産ま式が生産とプルジ3 ヮ

社会とのあらゆる部面を支配しているということ， したがってまた， この生産様式の諸条件，すな

わち資本の自由な競争，ある生産部面から別の生産部面への資本の移転の可能性，平均利潤の均等 
_ (18)

な高さなどが完全に成熟して存在しているということを含んでいる。J

ここで，土地生産における資本が平均利潤を獲得しうるということは， より大きな利潤をめざす

当該部門内外の諸資本の競争の十全な展開の中で，標準的な資本が一定期間に獲得するものが，平

均利潤に帰着するということであった。特定の部門で，先駆的に新生産条件を導入した資本に，そ

の新生産条件そのものに起因する超過利潤が帰属しえないなら，その部門では平均利潤獲得の機構

そのものが欠如しているのである。資本が平均利潤で満足しなけれぱならないということは，標準

的な資本の一定期間をとったときいえることであり，資本条件に起因する超過利潤を見逃さざるを

えないような部門に資本がとどまることはないのである。逆にいえぱ，特別剰余値値にもとづく超

過利潤を取得しえないような条件のもとでは，新生産条件の導入• 普及の誘因そのものが欠如して

いるのである。

すでに指摘されているように，土地生産においても，諸資本の当該部門内外における競争が十全
(19)

に貫徹されて'̂ 、る限り，特別剰余価値にもとづく超過利潤は資本に帰属するものとなるのである。

r三田学会雑誌j 74卷 6 号 （1981年I2月)

注( 1 7 ) 地代論において，資本条件の改良が論理に取り入れられるべき力、否か， また，取り入れたとき差額地代第二形態論と 
して問題にすべき力、否かについては譲論が存在する。この場合，資本条件の改良が捨象されたとき，土地条件の生産に 
おける充用がもたらす問題が純粋に考察されることは明ら力、である。そして，その場合，資本条件の改良の捨象に加え, 
後述する，最劣等の生産性をもった追加投資が単独で平均利潤を獲得するという条件，さらに，最終追加投資が最劣等 
の生産性をもった投資であるという条件を加えるなら，日高氏（日高〔3 〕P .123-302参照）の主張するように，最 
劣等地に生ずる差額地代こそが差額地代第二形態であり，差額地代第二形態はそれ以外にはありえないという結論に至 
るであろう。しかし，この点については別稿において検討■したい。

(18) M a r x 〔1〕I ,  S. 744, p. 793.
( 1 9 ) 大 内 〔2 〕p . 158〜161,日高〔3 〕p. 296〜297,常 糖 〔4 〕p. 38〜45 参照。
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最劣等地に生ずる差額地代についての一考察 

そして，そのような点からするなら，マルクスのいうr土地所有の介入J は，それが結果として持 

別剰余価値にもとづく超過利潤の土绝所有への帰属を意味する限り，妥当な想定ではない。

b )

1■第三の仕方J において問題となる中心的論点は，既存のどの投資よりも生産性の低い，生産性

の低落する追加投資の行なわれる場合の市場生産価格規定の問題である。

そこで， マルクスは，r土地所有者にとって， 1 クォーター当たり3 M ポンドという価格で需要

が充たされるようになるまで得られるであろう超過利潤を地代として固定するための時間が得られ

る場合だけJ , 第二次投資の個別的生産値格3 M ポンドが市場生産価格となるとするのである。そ

の具体的機構は必ずしも明確ではないが，マルクスが， ここでは，追加投資の生産物の個別的生産

価格による市場生産価格の規定を，土地所有による地代のr 固定J 作用にもとめていたことは確か
(20)

である。そして，そのような作用は，マルクスが別のところでr土地所有の法則J の結果であると 

呼んだところのものである。

しかしながら， このような把握もまた問題を含んでいるといえるであろう。 .

すなわち，そもそも，第一次投資の生産物の個別的生産価格3 ポンドと，第二次投資のそれ3 % 

ポ ン ド の r平均生産価格J 3 M ボンドの市場価格水準で，資本が追加投資を行なうことはありえな 

いのである。 ここで問題となるのは，特別剰余価値にもとづく超過利潤の取得をめざす資本の積極 

的な追加投資ではなく，生産条件を一定としたもとで，土地生産物の需要の増大による市場価格の 

上昇傾向により，生産性の低落する追カロ投資がどこで可能となるかということであった。そして， 

この場合，市場価格が第一次投資と第二次投資のr平均生産倾格」の水準にあるとき追加投資が行 

なわれるということは，すでになされている第一次投資に生じた正の超過利潤を，第二次投資によ 

って生ずる負の超過利潤が相殺し，その結果全体として「平均利潤J が獲得されるという構造にな 

っているのである。そのような投資の資本にとっての不合理性は，A 地の資本が追加投資を行なわ 

ないならぱ，第一次投資は平均利潤のみならず，市場価格と第一次投資の生産物の個別的生産価格 

の差としての超過利潤をもたらすのであり，第二次投資のために用意された資本は他の投資場面で 

平均利潤を獲得しうるものとして投下することが可能セあるということを考えれぱ明らかである。 

「平均生産倾格」水準での追加投資は，資本に内在された論理に反する錯誤投資として，したが 

って，そのような投資がなされたなら引き上げられるぺきものとして以外には考えられないであろ

5 0

A 地の資本家が追加投資を行なうのは，土地生産物の市場価格が追加投資の生産物の個別的生産 

価格水準まで上昇したとき， いいかえるなら， 既存のどの投資よりも生産性の低い， 生産性の低 

落する追加投資が単独で平均利潤を獲得しうるときであることはすでに指摘されている通りであ

注(20) M a r x 〔1〕ffl. S. 744,⑤' p. 946.
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る。そこで間題となる市場価格の上昇とは，前述のような，社会全体の資本蓄積の進展が間題とな

る視野における需要の増大傾向を反映したそれなのであり，そのような視野の問題として，平均#IJ

潤の取得が資本の課題となるのである。

もちろん， このとき，A 地の資本のもとに形成された超過利潤は，諸資本の利潤率を均等化する

運動そのものによって—— 追加投資がなされるまでは過渡的差額地代として，なされたときは最劣

等地に生ずる差額地代として—— 地代に転化するのである。 しかしながら，そのような転化は何ら

士地所有の積極的な力能の行使によるものではな、のである。そこで最劣等の生産性をもつ追加投

資が単独で平均利潤を獲得しうるとき追加投資がなされるということは，資本に内在された論理そ

のものにもとづくのであり，土地所有はそのもとで諸資本の競争によって確定されていくという関
(22)

係にあるのである。

以上のように，最劣等地に差額地代が生ずるのは，マルクスのいうr第一の仕方J と 「第三の仕 

:^ 」の場合なのである。

すなわち，穀物に対する追加需要が存在するもとで，優等地にであれ，最劣等地にであれ，既i t  

地に既存のどの投資よりも生産性の低い追加投資が行なわれ，そうした追加投資の生産物の個別的 

生産価格がi 独で市場生産値格を規定することが，最劣等地にも差額地代を発生させることになる 

のである。逆にいえば， マ ル ク ス の 「第二の仕方J に よ る r土地所有の介入J は，最劣等地に差額 

地代を生じさせるものとして理解することはできないのである。 また, r第三の仕方J による最劣 

等地に生ずる差額地代の発生は，r土地所有の法則J の作用によるものではなく，いわぱ資本の法 

則そのものによるものとして，最劣等地に生ずる差額地代の正常な一*環をなすのである。

しかしながら，何故にマルクスは，そのような内容でのr第二の仕方J, r第三の仕方J の理解を 

行なうことになったのであろう力、。 この点は差額地代論における土地所有の効*理の仕方全般と関連 

する問題である。

( ニ） 土 地 所 有 の 論 証

「三田学会雑誌」74卷6号 (1981年12月）

(21)

( 1 ) 『資 本 論 』 に お け る 土 地 所 有

マルクスは，r 資本論』第三部第37章，地代論のための『緒論J を次のように始める。

「士地所有をそのさまざまの歴史的形態において分析することは， この著作の限界の外にある。

注( 2 1 ) 大 内 〔2 〕P .104-119.日高〔3 〕P. 202-229,常 盤 〔4 〕p. 31~37 参照* 
( 2 2 ) 大 内 〔2 〕P .104〜119.日高〔3 〕P. 204〜205参照。
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われわれが土地所有を取り扱うのは，ただ，資本によって生みだされた剰余価値の一部分が土地所

有者のものになるかぎりでのことである。だから，われわれは，農業が製造工業とまったく同様に
(23)

資本主義的生産様式によって支配されているということを前提する。J 『資本論』においては， 「賃
(24)

金労働者と産業資本家と土地所有者J からなる， 「近代社会の骨組をなしている三つの階級がみな
(25)

いっしょに互いに相対して現われているJ 社会が想定されているのであり， またそこで想定される

土地所有形態は，いわゆる三分制のもとにおけるそれなのである。

もちろん，マルクスも指摘するように，現実の歴史過程において，そのような土地所有形態が普
(26)

逼的であったわけではない。それは，r土地所有の一つの独自な歴史的形態」 だったのである。 そ

して，歴史的にはむしろ資本制社会においても例外的なものとして，そのような士地所有形態の基

本的確立をみた，19世紀中葉のイギリスを歴史的素材としたr資本論』においても，そこでの現実

の 「地代』から，利潤や賃金からの控除分を除外することによって，地代範晴わ純化を行なうこと
(27)

が ，地代論展開の前提とされなけれぱならなかったのである。そこにおいても，土地所有は，現実

には， r 以前にそれに付者していたすぺての政治的社会的な飾りものや混ざりものを捨て去ること
(28)

によって……その純粋に経済的な形態を受け取るJ とはいえなかったのである。

そして，マルクスが，その差額;i 代論において，土地所有の資本の運動に対する制約を強調する 

とき，そこではマルクス自身が一たん純化した地代範晴に，現実の土地所有の資本•賃労働に対す 

る優位性が生みだした不純な要素がまぎれこむことになったという側面があることは否定できない 

であろう。 、

マルクスの差額地代論展開にあたっての一'̂ 3̂ の主要な課題として，地代の資本に对する制約的作 

用の解明ということが存在したと思われる。 しかしながら，そのような地代の資本に対する制約の 

解明にあたって， マルクスは，それを，生産条件の自然的独占にもとづ < , 社会全体で形成された 

剰余値値の分配形態という，差額地代の本質そのものに内在された問題として解明するという視角 

と同時に，それを資本の運動法則を携乱するものとしての土地所有の作用の結果のうちに求めると 

いう視角をもとることになっているのである。そこでは，分析のうちに， マルクスがーたん純化し 

たそれとは異なる土地所有の作用が含まれることになるのである。そして，逆に，そのような事情 

力’、，本来，資本の運動法則そのものに内在された間題をも，土地所有の携乱的作用の結果として認 

雄するという錯誤をもたらすことになるのである。マルクスのいう「士地所有の介入J は，現実に 

存在する土地所有の資本に対する優位性の結果が論理の中にまぎれこんでしまったものであるとい

最劣等地に生ずる差額地代についての一考察

注(23) M a r x 〔1〕瓜，S. 627,⑤，p
(24) ibid., m, S. 632,⑤，p. 799-
(25) ibid.. n> s. 632,⑤，p.799-
(26) ib id" in, s. 627,⑤ ,p• 79a
(27) ibid., U, S. 638〜645' ⑤ ,p.
(28) ibid., m, S. 631,⑤ 'p»• 796.

,793.

806〜817参照，
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えるのであり，逆に，「土地所有の法則J という概念の設定は，そのような現実から， 資本そのも 

ののもたらすものをも，土地所有のもたらすものとして錯誤した結果であるといえるだろう。

マルクスの最劣等地に生ずる差額地代に関する展開が示す問題点は，そうした土地所有理解の間 

題点の表現であるといえるのである。そ こ に お け る 「士地所有の介入J に関する把握， 逆に，I■資 

本の法則」の 「土地所有の法則」 としての把握は，共通の根拠から生じているのである。

しかしながら，土地所有の資本に対する積極的な働きかけは，絶対地代論において取り扱かわな 

けれぱならない問題であった。差額地代論においては，資本の運動法則そのものが，資本によって 

生産しえない生産条件である土地を， 自己のもとに包摂するとき生みだされる問題が純粋に取り扱 

かわれなけれぱならないのである。そして，そのような差額地代論の課題は，そこにおける土地所 

有の処理の方法を決定するのであり，最劣等地に生ずる差額地代論のもつ意義もまた，それによク 

て確認されるのである。

(2) 差額地代論と土地所有

具体的には，地代額は，それぞれの内部に競争関係を含んだ資本と土地所有との対抗の中で決定 

されるのである。そして，その場合，歴史的には， マルクスも指摘するように，19世紀中葉のイギ 

リスにおいても，資本に対する土地所有の優位性が存在したのである。 しかしながら，問題を原理 

的に考えるとき注目されなけれぱならないことは，土地所有が，地代額を一定のものに収れんさせ 

ていく自律的な機撞をもたないのに対して，資本には，そのような機構が存在するということであ 

る。

地代額の決定にあたって，士地所有が積極的になしうることは， 自己の地代額の希望が満たされ

いとき資本に土地を貸さないということのみであった。そして，現実に，土地を貸さないことに 

よって土地生産物の市場価格を高め，絶対地代をもたらす未耕地の土地所有の力の上限も，土地所 

有の側にもとめられるのではなく，資本によって，既f t 地の追加投資の生産性の水準によって与え 

られるのである。

これに対して，資本は，本来的に当該部門内外の諸資本との競争の中で， より大きな利潤をめざ 

す行動の結果として，利潤率を均等化し，一定期間に獲得しうるものを平均利潤としていく運動を 

行なうのである。そして，土地経営資本もまた，社会的資本の一環として，そのような運動の主体 

としての本性をもつものとして存在するのであり，資本の部門間移動の自由という前提が確保され 

る限り，土地生産においても，平均利潤獲得の機構が作用することになるのである。諸資本の競争 

の結果は，そのような資本の本性に規定されるものとして，差額地代となる超過利潤を，資本その 

ものに起因しない，資本が自らの内部では処理しえない，土地条件に起因する超過利潤に限定して 

いくのである。

r三田学会雑誌I 74卷 6号 （1981年I2月）
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拙 拙 〔7〕p . 133〜134およびそこに引用された文献を参照。 
大 内 〔2 〕P. 222.
M a r x 〔1〕1 , S. 659, ⑥ p. 833.
大内〔2〕p. 114.
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最劣等地に生ずる差額地代についての一考察 

この場合， もちろん現実的には，地代額を決定していく，諸資本の土地耕作をめざす競争は，土 

地所有の存在という前提のもとで行なわれるのである。 しかしながら，差額地代が問題であるかぎ 

り，土地所有は，諸資本の本性によって規定された競争の結果を消極的に受け入れるものとしての 

作用しか果さないのである。そこでは，むしろ資本の運動法則そのものが，土地条件に起因する超 

適利潤を資本の外部に挑出することにより，土地所有を，単に名目的な所有から経済的実体をもっ 

た所有として後定していくという関係にあるのである。資本の運動法則そのものが，土地を自己の 

活動場面として見い出すことによって，それを，所有することによって差額地代を取得しうるもの, 

さらには値格をもつ商品として売買可能なものとして根拠づけていくのである。いいかえるなら，

資本の運動法則が，それを購入しうる資金を有する何者によっても所有されうるものとしての土地
ぐ29)

所有を根拠づけていくのである。

したがって， ここで，資本の運動法則そのものによって根拠づけられる土地所有とは，大 内 力 •

曰高普両氏が指摘するように，資本とも賃労働とも分離されたという意味で，「第三者たる士地所 
(30) .
有 」 として明確化されたものではない。そこでは，土地所有者と，土地を購入する資金をもたない

賀労働者との人格的な非同一性は主張しうるものの，資本家と土地所有者との人格的な非同一性

は ，その同一性が積極的に論IE しうるものでないのと同様，積極的に論誰しうるものではないので

ある。そこでは，資本の所有とは区別される§ 立的土地所有， といっても，I■彼の資本そのものか
(31)

ら生ずるものではなく，彼の資本から分離することのできる，独占することのできるJ 自然的生産

条件を基礎とした超過利潤の自立化を根抓とした土地所有として，士地所有の主体と士地経営の主

体との人格的分離の可能性が論証されるのみなのである。大内氏自身が指摘するように，差額地代
(32)

論における土地所有の作用とは，資本のもつ論理のr外化J したものに他ならない以上，士地所有

の積極的な性格規定であるr第三者J 性は明らかにされないのである。

歴史的享実とすれぱ，19世紀中葉のイギリスにおいては，土 地 は r第三者J としての土地所有者

によって基本的に独占される傾向をもっていた。資本と土地所有との人格的分離というr 資本論J

における想定は，そうした， イギリスにおける本源的蓄積過程の成果としての歴史的享実に根拠を

おいていたのである。そして，論理的にも，絶対地代がもたらされるためには，未耕地は，資本家
(33)

と区別されるr第三者J としての土地所有者によって所有されるという前提が必要であった。

しかしながら，差額地代論によって論証されうることは，既 地 の 土 地 所 有 の ，それを購入しう 

る資金を有する何者によっても所有されるものとなるという側面のみなのであって，その所有主体 

の r第三者J 性をもそこで論証することはできないのである。差額地代論の展開は，資本制社会に



おける土地所有の必然佳を論IE していくのであるが，そこで論IE される士地所有は，商品としての 

土地の所有という，資本制社会における土地所有の一側面をなすものとしてのそれなのである。

そして，そのような点からするなら，最劣等地に生ずる差額地代に関する展開のもつ意味もますこ 

明らかであろう。

最劣等地に生ずる差額地代に関する展開は，以上のようなものとしての土地所有が，早に，優等

地のみでなく，既耕地全体をおおうものであることを明らかにするのである。そして，そのような

展開によって，資本制社会り歷史的前提をなす本源的蓄積過程で与えられる，賃労働とも資本とも.

分 離 さ れ た 「第三者」 としての土地所有，完成された資本制社会では，未耕地の土地所有として純

粋に具現される土地所有を論理に登場させる前提が整えられるのである。最劣等地に生ずる差額地

代の展開は，差額地代の結果として与えられる土地所有の全面化を展開するものとして，絶対地代
(34)(35)

論に直接先行するのである。

注( 3 3 ) マ ル ク ス は r土地所有者自身が資本家であるかまたは資本家自身が土地所有者である場合J ( M a rx 〔1〕IH, S. 759, 
⑤，P. 965)について次のように述べる。r このような場合には，いま土地種類A であるところのものから生産価格，ナ 
なわち資本補填• プラス. 平均利潤を取り出すのに足りるだけ市場価格が上がりさえすれぱ，彼は自分の地所を自分で 
耕作することができる。だが，なぜであるか？彼にたいしては，土地所有が彼の資本の投下にとっての制限をなしてい 
ないからである。彼は，土地を単純な自然要素として取り扱うことができ，したがって，ただ自分の資本の増殖にたい 
する顧慮だけによって，資本家的顧慮だけによって， 決意することができるのである。J (ibid., m, S. 759,⑤，p. 
965)。

( 3 4 )未耕地の土地所有を前提することによって論IEされる絶対地代の展開によって，絶対地代のみをえる最劣等地の所有 

もまた，商品としての士雄の所有たりうることが明らかにされる。それによって，新たに耕作に導入された，絶対地代T 

のみをえる土地を含めた意味での既耕地の士地所有に関する展開は十全に完了されるのである。

なお，大内〔2〕P. 169〜175参照。大内氏にあっては，既耕地の土地所有の論証は，直接的に未耕地の土地所有の 

論証と接続しており，既耕地の土地所有の論証と未耕地の土地所有の前提との間にある論理的な断絶については認めな 

い。この点は，本稿で述べたような，差額袖代論における土地所有の第三者性の論IEと密接に関連した問題であるとい 

えるだろう。注 （29)の文献および，拙稿〔8〕P. 48〜49の注（2のを参照。

( 3 5 )以上の点については花田仁伍氏の批判（花旧〔5〕 〔6〕参照）がある。

花田氏の批判は，差額地代論において土地所有を前提しないということは，資本にとって， r地代支ふ、の必要はな 

くなり，すべての超過利潤は資本自体のものとしてi 本家のふケットにはいる{ のとなるJ (花田〔5〕P. 98) という 

ことであるとの理解から出発するのである。花田氏によれば，そのようなもとでは，最劣等地の資本は，TfJ場独占的資= 

本となるのであり，前述の,，追加投資の生産性が上昇する場合，低下する場合とも，独占的超過利潤を追求する共同行 

為をとるのが資本の論理となるのである。これに対して，資本から分離された土地所有が措定されるなら，そのような 

独占的超過利潤は地代として土地所有者のものとなる。そこでは，そうした独占的超過利潤を維持するのではなく，積 

極的に排除することが資本の論理となるのであり，それは土地所有の措定によって産業資本一般に遺元された長業資本 

にとっても同様である。しかしながら，そのような土地所有の措定は，同時に「土地所有の介入J r土地所有の法則J 

の作用にも道を開くことになる。

花田氏の理解は以上のようなものであった。だが，ここで，花田氏の主張は，差額地代論において土地所有が前提さ 
れないということの理解自身において問題を含んでいるといえるだろう。差額地代論において土地所有が前提されない 
ということは，文字通り，土地所有が論理的に捨象されるということであり，逆に，土地条件の差異に起因する超過利 
潤の資本外部への抹出によって土地所有が論証されていくということだったのである。そのような点からするなら，超 
過利潤ニ地代が資本家の" ボケット" に流れこむということは，土地所有が存在しないということではなく，資本家が 
同時に土地所有者でもあるような土地所有形態が想定されてしまっているということなのである。
それに加え，また，そのような花田氏的な意味での土地所有の欠如のもとで，最劣等地の資本が市場独占的資本とな 

るという把握も問題であるといわなけれぱならない。地代論は，より大きな利潤をめざす諸資本の十全な鏡争の貫徹が 

みられる原理的な世界の一環として存在するのであり，そこでは，資本家の共同行為も，土地所有者の共同行為も想定;

------5 4 {614 ) ——
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(三） 結 論

差額地代論において明らかにされる土地所有とは，資本制社会における土地所有の、わぱ資本に

よって規定されるものとしての側面のみなのであった。土地所有の資本に対して積極的に働きかけ

る側面，資本をg 己の力能によって制約していく側面は，絶対地代論の対象とされるのであり，差
(36)

額地代論の対象ではなかったのである。

しかしながら，土地生産物の市場価格を引き上げることにより絶対地代を生みだす力能を有する 

未耕地の土地所有，資本の本源的蓄積過程という歴史的享実によってのみ，賃労働者とも資本家と 

も異なる第三者としての土地所有者によって所有される根拠を与えられる土地所有を論理に登場さ 

せるためには，それとは対比される，資本の運動法則そのものによって根挪づけられた士地所有の 

解明がなされていなけれぱならないのである。最劣等地に生ずる差額地代の展開は，そのような土 

地所有が優等地のみの存在でないことを明らかにする点において，そうした解明を完了させる意義 

を有していたのである。

そして， そのような点からするなら， 『資本論』における最劣等地に生ずる差額地代に関する展 

開は，一面において，最劣等地に生ずる差額地代に関する明確な規定をなしえながら，他面におい 

て，マルクスの士地所有理解そのものに規定されて，以上のような解明を意識的になしえていない 

点において， また，そのことが最劣等地に生ずる差額地代そのものに関する展開にも錯誤をもたら 

した点において，問題をのこすところとなっていたのである。
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